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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後両身頃部は吸水性を有し、左右両袖部の外側及び内側の双方は撥水性を有し、前記
左右両袖部のうち少なくとも何れか一方の袖部には、該袖部を水平に伸ばした状態におけ
る下側であって着用者の上腕部に対応する領域に、袖部の内側の液体を外側へ排出するた
めの水排出部が設けられていることを特徴とする釣り用衣服。
【請求項２】
　前後両身頃部及び左右両袖部は同じ布地を用いて構成されていることを特徴とする請求
項１に記載の釣り用衣服。
【請求項３】
　布地を撥水加工せずに形成した前後両身頃部に布地を撥水加工して形成した左右両袖部
を縫着することによって構成されていることを特徴とする請求項２に記載の釣り用衣服。
【請求項４】
　布地は糸を編んで構成した編布であることを特徴とする請求項２又は３の何れかに記載
の釣り用衣服。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釣をする際に着用される衣服に関し、詳しくは、撥水性を有する釣り用衣服
に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、釣り用衣服、特に、釣をする際に着用者の肌に直接或いは肌着を介して着用する
シャツとしては、例えば、ジップアップシャツが知られている。このジップアップシャツ
は、例えば夏場に鮎釣等をする場合に、日差しや照り返し、虫刺されなどから着用者を保
護するために長袖となっているのが一般的である。また、このようなシャツを構成する素
材としては、綿やポリエステルなどの吸水素材や防汚処理した撥水素材などがある。ここ
で、一般に撥水素材とは、素材表面で水滴を弾くが水圧がかかると水滴が素材に浸入する
ような素材をいい、ある程度の水圧以下であれば水滴が浸入しない防水素材とは異なる素
材である。
【０００３】
　ところで、釣においては、例えば、水中に釣針が引っ掛かるいわゆるねがかりした場合
などのように、釣り用衣服の着用者が手や腕を直接水に浸けて作業しなければならないこ
とが頻繁にある。このような場合には、着用者は、作業する度に、釣り用衣服が濡れない
ように左右両袖部を捲りあげる必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような袖を捲る作業は、竿や網等を両手に持って釣をする着用者に
とっては、非常に煩わしい作業である。その一方で、左右両袖部を捲りあげずに、例えば
、水中で引っ掛かっている釣針を取り外そうとして着用者がそのまま手や腕を水に浸ける
と、外部の水は、左右両袖部の外側だけでなく袖口から左右両袖部の内側にも浸入する。
そうすると、上記従来の釣り用衣服のうち吸水素材を用いたものにあっては、左右両袖部
は外側及び内側の双方から水を吸ってしまい、左右両袖部が濡れてしまう。
【０００５】
　このように左右両袖部が濡れると、左右両袖部が着用者の腕にまとわりつくため、着心
地が悪くなるだけでなく、左右両袖部が吸った水に着用者の体温が奪われて冷えを感じる
という問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記従来の問題に鑑みてなされ、着用者の汗等によってべとつくこ
とがなく、且つ、着用者が手や腕を水に浸けても良好な着心地を維持することができ、更
に、冷えを感じない釣り用衣服を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであり、本発明に係る釣り用衣服は、前
後両身頃部は吸水性を有し、左右両袖部の外側及び内側の双方は撥水性を有し、前記左右
両袖部のうち少なくとも何れか一方の袖部には、該袖部を水平に伸ばした状態における下
側であって着用者の上腕部に対応する領域に、袖部の内側の液体を外側へ排出するための
水排出部が設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　該構成の釣り用衣服にあっては、前後両身頃部は吸水性を有するので、前後両身頃部の
内側においては着用者の汗等の内側の水分を吸うことができる。また、着用者が手や腕を
例えば川や池等の外部の水に浸けて作業し、外部の水が左右両袖部の外側だけでなく袖口
から左右両袖部の内側に浸入しても、左右両袖部の外側及び内側の双方は撥水性を有する
ので、外側だけでなく内側においても水は弾かれる。その結果、左右両袖部は水を含まな
いので、左右両袖部は着用者の腕にまとわりつかない。更に、水は左右両袖部に含まれず
に左右両袖部から転がり落ちるので、着用者の体温は奪われることなく保たれる。また、
前記左右両袖部のうち少なくとも何れか一方の袖部には、該袖部を水平に伸ばした状態に
おける下側であって着用者の上腕部に対応する領域に、袖部の内側の液体を外側へ排出す
るための水排出部が設けられているので、例えば、着用者が腕を外部の水に浸け、その後
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手首部が上腕部よりも上側となるように、肘を曲げる或いは腕全体を上げた場合に、外部
から袖口を介して左右両袖部の内側に浸入した水は、袖部の先端側（着用者の腕の手首部
側）から基端側（着用者の上腕部側）へ向けて袖部の内側を転がり落ち、水排出部から外
部へ排出されることとなる。従って、袖口から袖部の内側に浸入した水が誤って前後両身
頃部や着用者の胴体部を濡らしてしまうのを効果的に防止することができ、より一層快適
な着心地を得ることができる。
【０００９】
　特に、前後両身頃部及び左右両袖部は同じ布地を用いて構成されていることが好ましく
、前後両身頃部と左右両袖部とを形成する際に、わざわざ布地を使い分ける必要なく同じ
布地を用いることができるので、釣り用衣服の製造が容易になる。また、釣り用衣服の見
栄えが良くなる。
【００１０】
　更に、布地を撥水加工せずに形成した前後両身頃部に布地を撥水加工して形成した左右
両袖部を縫着することによって構成されていることが好ましい。左右両袖部となる布地を
布地の段階で撥水加工することによって、容易にむらなく左右両袖部に撥水性を付与する
ことができる。
【００１１】
　また更に、布地は糸を編んで構成した編布であることが好ましい。前後両身頃部及び左
右両袖部が編布であると、そのメッシュ構造に起因する通気性及び伸縮性を得ることがで
きる。従って、釣り用衣服の内側の蒸れを防止することができる、また、着用者の動きに
追従して釣り用衣服が伸縮して動き易くなる。
【発明の効果】
【００１３】
　このように、本発明に係る釣り用衣服にあっては、前後両身頃部は吸水性を有するので
、着用者の汗等の内側の水分を吸い取ることができべとつかない。しかも、左右両袖部の
外側及び内側の双方は撥水性を有するので、着用者が手や腕を外部の水に浸けて作業等し
た場合であっても、従来のように左右両袖部が内側から水を吸うことなくこれを弾くので
、良好な着心地を維持することができ、且つ、冷えを感じないという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る釣り用衣服の第一実施形態について図面を参酌しつつ説明する。
図１に、本第一実施形態における釣り用衣服１が示されている。該釣り用衣服１は、釣を
する際に、着用者Ｈの肌に直接或いは肌着を介して着用するシャツ（例えば、ジップアッ
プシャツ等）である。
【００１５】
　釣り用衣服１は、前面部２と前面部２に対向する後面部３と前後両面部２，３のそれぞ
れの左右端部同士を繋ぐ左右両側部４，５と前後両面部２，３のそれぞれの左右端部及び
左右両側部４，５の上端部に連設される左右両袖部６，７と前後両面部２，３の上端部に
連設される襟部８とを備える。
【００１６】
　前面部２は、着用者Ｈ（人体）の胸部から腹部に及ぶ領域に対応するように構成されて
おり、一枚の布地で構成されている。本第一実施形態では、前面部２を構成する布地は、
糸を編んでメッシュ構造にした編布Ｆであり、例えばポリエステルが８５％、ナイロンが
１５％となるように構成されている。このように糸を編んでメッシュ構造とすることによ
り、前面部２を構成する編布Ｆは外側からだけでなく内側からも水を吸い取る、即ち、外
側及び内側の双方が吸水性を有する。また、編布Ｆは、軽量であるだけでなく、メッシュ
構造の貫通孔により通気性を有し、更に、この貫通孔の変形により伸縮性を有する。
【００１７】
　また、前面部２の左右方向略中央の位置には、前面部２の上端（着用者Ｈの首部）から
着用者Ｈの胸部にかけて伸びるスライドファスナーＳ１が設けられている。このスライド
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ファスナーＳ１は、後述の襟部８にも亘るように設けられており、これにより襟部８と前
面部２の上部とが開閉自在に構成され、釣り用衣服１を着用或いは脱衣し易くなっている
。更に、前面部２には、着用者Ｈの左胸に対応する位置にポケットＰが設けられており、
その開口部はスライドファスナーＳ２によって開閉自在に構成されている。
【００１８】
　後面部３は、着用者Ｈの背中のほぼ全域を覆うように構成されており、前面部２とほぼ
同じ形状である。後面部３は、前面部２と同じ一枚の編布Ｆで構成されている。即ち、後
面部３は、その外側及び内側の双方が吸水性を有し、しかも軽量であり、更に通気性と伸
縮性とを備えている。後面部３は、前面部２に対向して重なるように配置されている。
【００１９】
　左右両側部４，５は、前後両面部２，３のそれぞれの左右端部に亘って設けられており
、着用者Ｈの左右両脇腹部それぞれに対応する位置に設けられている。左右両側部４，５
は、前面部２と同じ一枚の編布Ｆで構成されている。即ち、左右両側部４，５は、その外
側及び内側の双方が吸水性を有し、しかも軽量であり、更に通気性と伸縮性とを備えてい
る。左右両側部４，５のそれぞれの前後端部は、前後両面部２，３のそれぞれの左右端部
に縫着されている。つまり、前後両面部２，３及び左右両側部４，５は、それぞれ縫着さ
れて着用者Ｈの胴部略全周を覆うように前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２を形成している。そして
、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２は、その左右両側の着用者Ｈの肩部から脇部にかけて開口して
いる。
【００２０】
　ここで、前面部２と左右両側部４，５の前側略半分とで構成されるのが前身頃部Ｃ１で
あり、後面部３と左右両側部４，５の後側略半分とで構成されるのが後身頃部Ｃ２である
。従って、本第一実施形態では、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２は、それぞれ全体として一枚（
単層）の編布Ｆで構成され、その外側及び内側の双方が吸水性を有する。しかも前後両身
頃部Ｃ１，Ｃ２は、編布Ｆがメッシュ構造であるので、軽量であると共に通気性と伸縮性
とを備えている。
【００２１】
　左右両袖部６，７は、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２の左右両側の開口縁部（いわゆる袖ぐり
Ａ）にそれぞれ縫着されている。左右両袖部６，７は、日差しや照り返し、虫刺されなど
から着用者を保護するために長袖となっている。左右両袖部６，７は、着用者Ｈの肩部か
ら手首部にかけて伸びる上袖部６１，７１と、着用者Ｈの脇部から手首部にかけて伸びる
下袖部６２，７２と、着用者Ｈの手首部を覆う環状の袖先端部６３，７３とを備える。左
右両袖部６，７は、上袖部６１，７１の前後両端部と下袖部６２，７２の前後両端部とが
それぞれ縫着され、上袖部６１，７１及び下袖部６２，７２のそれぞれの先端部に袖先端
部６３，７３が縫着されている。これにより、左右両袖部６，７は、袖先端部６３，７３
が袖口６４，７４を形成して着用者Ｈの肩部から手首部に亘る腕全体を覆うよう長袖に構
成されている。本第一実施形態では、上袖部６１，７１及び下袖部６２，７２はそれぞれ
前面部２を構成する編布Ｆと同じ一枚の編布で構成されている。一方、袖先端部６３，７
３は、前面部２を構成する編布Ｆとは異なる編布Ｆ´で構成されている。具体的には、袖
先端部６３，７３を構成する編布は、例えば、ポリエステル１００％となるように糸を編
んで構成されており、その編布を折り返して２枚重ねにして、折り返した両端部を上袖部
６１，７１及び下袖部６２，７２のそれぞれの先端部に縫着している。
【００２２】
　そして、左右両袖部６，７の外側６Ａ，７Ａ及び内側６Ｂ，７Ｂの双方は、水を弾く撥
水性を有している。具体的には、上袖部６１，７１、下袖部６２，７２及び袖部先端部を
構成する編布Ｆのそれぞれの外側及び内側の双方が、撥水性を有している。従って、左右
両袖部６，７は吸水性を有していない。
【００２３】
　このような、左右両袖部６，７は、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２の左右それぞれの袖ぐりＡ
に縫着されている。具体的には、上袖部６１，７１の基端部が前後両面部２，３に縫着さ
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れ、下袖部６２，７２の基端部が側部に縫着されている。
【００２４】
　襟部８は、前後両面部２，３の上端部に連設されている。襟部８は、着用者Ｈの首部に
対応して形成されており、環状の形状となっている。具体的には、襟部８は、上述のスラ
イドファスナーＳ１を介して開閉自在の環状となっている。襟部８は、前面部２と同じ編
布Ｆを前後に２枚重ねにして構成されている。よって、襟部８は、その外側及び内側の双
方が吸水性を有し、しかも軽量であり、更に通気性と伸縮性とを備えている。このような
襟部８は、前面部２及び後面部３の双方の上端部に逢着されている。
【００２５】
　以上のような構成の釣り用衣服１は、以下のようにして製造できる。
まず、例えばポリエステルが８５％、ナイロンが１５％となるように糸を編んでメッシュ
構造の編布Ｆを構成し、得られた編布Ｆに通常の精練、漂白、染色加工を行う。そして、
左右両袖部６，７となる編布Ｆの表裏両側に耐久撥水加工を施す。この耐久撥水加工とし
ては、編布Ｆをシリコン系撥水剤やフッ素系撥水剤等の撥水剤に潜らせることによって、
編布Ｆの表裏両側に撥水基を高密度に配列させた後、キュアリング等によって撥水剤を編
布Ｆの表裏両側それぞれに強固に密着させる方法が挙げられる。因みに、その耐久性とし
ては、例えば、編布の場合、ＪＩＳ Ｌ－１０９２による洗濯５０回後の撥水度が８０点
以上であることが好ましい。このように、裁断や縫製等を行う前の編布Ｆの段階で撥水加
工することによって、容易にむらなく撥水性を付与することができる。こうして得られた
表裏両側を撥水加工した編布Ｆを裁断や縫製等することによって、外側６Ａ，７Ａ及び内
側６Ｂ，７Ｂの双方が撥水性を有する左右両袖部６，７が得られる一方で、撥水加工して
いない別の編布Ｆを裁断や縫製等することによって、外側及び内側の双方が吸水性を有す
る前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２が得られる。そして、左右両袖部６，７と前後両身頃部Ｃ１，
Ｃ２とをそれぞれ縫着することによって、上述のような構成の釣り用衣服１が製造できる
。
【００２６】
　次に、本発明に係る釣り用衣服の第二実施形態について説明する。尚、上述の第一実施
形態と同様の構成については同じ符号を付すこととしてその説明を省略する。
本第二実施形態に係る釣り用衣服１の左袖部６には、図３に示すように、該左袖部６の内
側の液体を外側へ排出するための水排出部９が設けられている。具体的には、水排出部９
は、左袖部６を水平方向に伸ばした状態（図３において、二点鎖腺にて示す状態）で、該
左袖部６の前面側から下側を通って後面側にまで亘るように形成されている。本第二実施
形態では、図３及び図４（Ａ）に示すように、水排出部９は、左袖部６の周方向略半周に
跨る略四角形状の切欠きによって形成される開口９１を、例えば撥水性を有するメッシュ
生地９２にて覆うことによって形成されている。即ち、水排出部９は、上袖部６１と下袖
部６２との逢着部分（上袖部６１と下袖部６２との境界）間に亘るように、下袖部６２の
周方向幅全域に亘って形成されている。尚、水排出部９は、左右両袖部６，７に設けた場
合であっても、左袖部６或いは右袖部７の何れか一方のみに設けた場合であってもよい。
因みに、本第二実施形態では、水排出部９は、左右両袖部６，７のそれぞれに設けられて
いる。また、メッシュ生地９２としては、撥水性を有しない生地を採用することもできる
。
【００２７】
　そして、水排出部９は、前記左袖部６を水平に伸ばした状態での下側領域であって着用
者Ｈの上腕部に対応する領域に設けられている。具体的には、水排出部９は、左袖部６を
水平な方向に伸ばした状態での左袖部６の下側領域のうち着用者Ｈの脇部から肘部の間の
領域に設けられている。本第二実施形態では、水排出部９は、着用者Ｈの脇部から手首部
にかけて伸びる下袖部６２の脇部から肘部に対応する領域のうち、脇部よりも肘部に近い
領域に設けられている。尚、水排出部９は、着用者Ｈの脇部から肘部に対応する領域のう
ち肘部よりも脇部に近い領域、或いは、脇部から肘部の間の略中央の領域に設けた場合で
あってもよい。
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【００２８】
　以上の構成からなる釣り用衣服１にあっては、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２及び左右両袖部
６，７が糸を編んで構成した編布Ｆで構成されているので、編布Ｆのメッシュ構造に起因
した通気性を有する。従って、釣り用衣服１を着用してもその内側に湿気や熱気がこもる
ことがなく、蒸れを防止することができる。また、編布Ｆのメッシュ構造により、釣り用
衣服１は、伸縮性を有するだけでなく軽量となる。よって、釣り用衣服１の着用者Ｈは身
軽になり、しかも着用者Ｈの動きに追従して釣り用衣服１が伸縮するので動き易くなる。
【００２９】
　また、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２を構成する編布Ｆは撥水加工していないので、前後両身
頃部Ｃ１，Ｃ２は吸水性を有する。従って、例えば着用者Ｈが汗をかいた場合に、その汗
を前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２の内側で吸い取ることができ、べとつかずドライな感じを維持
できる。よって良好な着心地を維持することが可能となる。
【００３０】
　更に、左右両袖部６，７の外側６Ａ，７Ａ及び内側６Ｂ，７Ｂの双方は撥水性を有する
。よって、図２に示すように、例えば、釣の際中にねがかり等して、着用者Ｈが左の手や
腕を川や池等に浸けて作業しなければならない場合に、川や池等の水Ｗが左袖部６の外側
６Ａだけでなく袖口６４から左袖部６の内側６Ｂに浸入しても、左袖部６の外側６Ａでは
水Ｗが弾かれ、更に内側６Ｂにおいても水Ｗは弾かれる。そうすると、作業が終了して川
や池等から手や腕を出したときに、水Ｗは左袖部６に吸い取られずに左袖部６の表面から
転がり落ちるので、左袖部６が着用者Ｈの手や腕にまとわりついたりせず、ドライな感じ
を維持することができる。従って、良好な着心地を維持することができる。また、左袖部
６は水を吸い取っていないので、着用者Ｈの体温が奪われることなく保たれ、冷えを感じ
ない。
【００３１】
　また更に、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２及び左右両袖部６，７は同じ編布Ｆを用いて構成さ
れているので、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２と左右両袖部６，７とを形成する際に、わざわざ
別種類の編布を準備する必要がなく同じ編布を用いることができる。よって、釣り用衣服
１の製造が容易になるうえに製造コストを下げることができる。また、前後両身頃部Ｃ１
，Ｃ２と左右両袖部６，７とが同じ質感を呈するので見栄えが良くなる。
【００３２】
　また、左袖部６には、該左袖部６を水平に伸ばした状態における下側であって着用者Ｈ
の上腕部に対応する領域に、左袖部６の内側の液体を外側へ排出するための水排出部９が
設けられているので、例えば、図２に示すように着用者Ｈが腕を外部の水に浸け、その後
、図３に示すように肘部を曲げて手首部が上腕部よりも上側に位置するようにした場合に
、外部から袖口６４を介して左袖部６の内側に浸入した水Ｗは、左袖部６の先端側（着用
者の腕の手首部側）から基端側（着用者の肘部側）へ向って左袖部６の内側を転がり落ち
、水排出部９から外部へ排出されることとなる。従って、袖口６４から左袖部６の内側に
浸入した水Ｗが誤って前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２や着用者Ｈの胴体部を濡らしてしまうのを
効果的に防止することができ、より一層快適な着心地を得ることができる。
【００３３】
　尚、本第一及び第二実施形態では、前面部２は、一枚の編布Ｆで構成されている場合に
ついて説明したが、これに限られず、それぞれが一枚の編布Ｆで構成される左前面部と右
前面部とで構成されている場合でもよい。この場合、例えばスライドファスナーや面ファ
スナー等により左右前面部を連結或いは分離しうるように構成することが好ましい。
【００３４】
　また、本第一及び第二実施形態では、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２は、外側及び内側の双方
が吸水性を有する場合について説明したが、これに限られず、例えば外側が防水性や撥水
性等を有する場合でもよい。具体的には、例えば、前後両身頃部Ｃ１，Ｃ２を構成する前
後両面部２，３と左右両側部４，５とを単層（一枚）の編布ではなく、内側には吸水性を
有する編布を外側には防水性や撥水性等を有する布地等を配置した多層（複数枚）の布地
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とすることができる。
【００３５】
　更に、本第一及び第二実施形態では、釣り用衣服１が着用者Ｈの上半身を覆うシャツで
ある場合について説明したが、これに限られず、着用者Ｈの上半身だけでなく下半身をも
覆ういわゆるつなぎの形式であってもよい。
【００３６】
　また更に、本第一及び第二実施形態では、釣り用衣服１を構成する布地が編布Ｆである
場合について説明したが、これに限られず、縦糸と横糸とで構成される織布であってもよ
い。
【００３７】
　また、本第二実施形態では、水排出部９の開口９１の形状が左袖部６の周方向略半周に
跨る略四角形状である場合について説明したが、これに限られず、左袖部６の長手方向に
湾曲した形状の開口９１を形成する場合であってもよい。具体的には、図４（Ｂ）に示す
ように、水排出部９は、左袖部６の基端部側に湾曲した湾曲形状の切欠きによって形成さ
れる開口９１を、例えば撥水性を有するメッシュ生地９２にて覆うことによって形成する
ことができる。
【００３８】
　更に、本第二実施形態では、下袖部６２を切欠いて形成される開口９１を、メッシュ生
地９２にて覆うことによって水排出部９が形成される場合について説明したが、これに限
られず、前記開口９１をメッシュ生地９２にて覆うことなくそのままの状態で水排出部９
を形成してもよい。具体的には、図５（Ａ）に示すように、水排水部９は、左袖部６を水
平方向に伸ばした状態で、左袖部６の前面側から下側を通って後面側にまで亘る開口９１
を形成することによって構成することができる。
【００３９】
　また更に、本第二実施形態では、水排出部９が単一の開口９１によって形成される場合
について説明したが、これに限られず、複数の開口９１を、左袖部６の周方向或いは左袖
部６の長手方向に沿って並べることによって形成される場合であってもよい。例えば、図
５（Ｂ）に示すように、水排出部９は、３つの開口９１を下袖部６２の周方向に沿って所
定間隔を空けて並べることによって形成することができる。
【００４０】
　更に、本第二実施形態では、水排出部９が切欠きによって形成される開口９１で形成さ
れる場合について説明したが、これに限られず、左袖部６の周方向に沿って切込んで形成
される開口９１で形成されてもよい。具体的には、図６（Ａ）に示すように、水排出部９
は、左袖部６を水平方向に伸ばした状態で、該左袖部６の前面側から下側を通って後面側
にまで亘る線状の切込みによって開口９１を形成して構成することができる。尚、前記切
込みは、上袖部６１と下袖部６２との境界間に亘って線状に形成されている。
【００４１】
　また、水排出部９を形成する開口９１を開閉する蓋部１０を設けることができる。具体
的には、図６（Ｂ）に示すように、前記開口９１を覆う蓋部１０を左袖部６の外面に回動
自在に設ける。この蓋部１０は、その一端部が左袖部６の外面に逢着されており、その一
端部を中心に回動することによって、前記開口９１を開閉することができるように構成さ
れている。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の第一実施形態に係る釣り用衣服を示す正面図。
【図２】同釣り用衣服の使用状態を示す部分断面図。
【図３】本発明の第二実施形態に係る釣り用衣服を示す部分断面図。
【図４】（Ａ）は、第二実施形態に係る釣り用衣服の袖部を水平にして下袖部を下方から
見た要部拡大図であり、（Ｂ）は、他の実施形態に係る釣り用衣服の袖部を水平にして下
袖部を下方から見た要部拡大図。
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【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は、他の実施形態に係る釣り用衣服の袖部を水平にして下袖部
を下方から見た要部拡大図。
【図６】（Ａ）及び（Ｂ）は、他の実施形態に係る釣り用衣服の袖部を水平にして下袖部
を下方から見た要部拡大図。
【符号の説明】
【００４３】
　１…釣り用衣服、２…前面部、３…後面部、４…左側部、５…右側部、６…左袖部、７
…右袖部、８…襟部、９…水排出部、１０…蓋部、Ｃ１…前身頃部、Ｃ２…後身頃部、Ｆ
…編布、Ｈ…着用者、Ｗ…外部の水

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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